
サイパン入国要件の変更について（グアム－北マリアナ諸島連邦査証免除プログラムの運用

変更） 

 

 ※こちらに記載しているのは参考情報です。最新の正確な情報については、駐日米国大使 

館のウェブサイト（https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/）（日本語）をご覧いただくか、駐

日米国大使館ビザ申請サービス・コールセンター（TEL  050-5533-2737）までお問い合わせ

ください。 

 

 日本国籍者のサイパンへの入国には、旅券および税関申告書（電子税関申告書「EDF」） 

のほか、以下（1）から（3）のいずれかが必要です。  

１ 米国査証  

２ 米国ビザ免除プログラム「ESTA」  

３ グアム－北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「GUAM-CNMI ETA」  

 

【注意点】 上記３に関し、2024 年 11 月 29 日をもって「I-736」書面は廃止されました。  

 

１ 米国査証  

サイパンに 90 日以上滞在される方、公務等で入国される方は適切な米国査証を取得 

する必要があります。渡航目的により必要な査証の種類は異なりますので、詳細は駐日 

米国大使館ホームページ（日本語）https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/ をご確認下 

さい。 

 

２ 米国査証免除プログラム 電子渡航認証システム「ESTA」  

米国（サイパンを含む）に短期商用・観光目的で滞在期間が 90 日以内、有効な IC チ 

ップ搭載の旅券を保有しているなどの条件を満たす場合、米国査証免除プログラム 

（VWP）を利用しての入国が可能です。ESTA は、米国国土安全保障省が運用する電子

渡  航認証システム（有料）です。（ ESTA 申請ウェブサイト ( 日本語 ) 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta）  

 

３ グアム－北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「GUAM-CNMI ETA」  

日本国籍者は、グアム－北マリアナ諸島連邦査証免除プログラムの対象となりますの 

で、同プログラムに加盟している航空会社を利用して、短期の商用や観光目的でグア 

ムやサイパン等の北マリアナ諸島に渡航する場合、米国査証や ESTA を申請・取得し

て いなくても、45 日以内の滞在であればグアム－北マリアナ諸島連邦電子渡航認証 

「GUAM-CNMI ETA」（無料）を取得することにより入国することができます。 マリア

ナ政府観光局のホームページによりますと、「G-CNMI ETA」は、航空機搭乗の５ 日～

７日前までに申請することが推奨されております。 なお、「I-736」書面は、2024 年 11 

月 29 日をもって廃止されました。 （グアム－北マリアナ諸島連邦電子渡航認証
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「GUAM-CNMI ETA」の申請ウェブサイト (英 語)https://g-cnmi-eta.cbp.dhs.gov/）  

 

上記プログラムや米国の出入国に関する詳細については、以下のウェブサイト等をご

覧になり、最新情報を入手してください。  

 

○駐日米国大使館のウェブサイト（日本語） 

 https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/  

 

○米国国務省のウェブサイト（英語）  

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-

program.html 

 

○ 安 全 対 策 基 礎 デ ー タ （ 米 国 ） （ 日 本 語 ） 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html  

 

○マリアナ政府観光局（日本語）  

    https://www.marianas.jp/visitor-information/ 
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